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建設工事入札参加者資格審査基準および格付基準

秋田市建設工事入札参加者資格審査要綱（以下「要綱」という。）第４

条第２項および第５条第２項の規定に基づき、資格審査および等級格付の

基準は次のとおりとする。

第１ 客観的事項審査

１ 資格認定する工種について、国土交通省又は都道府県知事の行った

申請日直近の経営事項審査の総合評点を客観点とする。

第２ 主観的事項審査

１ 経営事項審査の審査対象営業年度の完成工事高又は平均完成工事高

（以下「完成工事高」という。）が500万円以上の工種について、当該

工種の資格を認定する。

２ 市税、消費税および社会保険料について、滞納がある場合は、入札

参加資格を認めない。

３ 市内建設業者については、別表第１の算出基準に該当する数値を主

観点とする。

４ 市内建設業者については、保有する技術者が別表第２に定める人数

を満たさない場合は、入札参加資格を認めない。

５ 市内建設業者以外の者については、主観点の積算は行わない。

第３ 総合点

１ 客観点と主観点の合計を総合点とする。

第４ 等級格付

１ 市内建設業者については、申請した工種の等級格付をする。

２ 申請した工種の総合点が別表第３に定める数値を満たす等級のうち、

最上の等級に格付する。ただし、一般土木工事Ａ級および建築一式工

事Ａ級に格付されるためには、経営事項審査の業種別技術者資格表に

おける技術職員区分において、一級に該当する技術者を３名以上保有

していることを条件とする。
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附 則

１ この基準は、平成14年11月18日から施行し、平成15・16年度分の資格

認定・等級格付から適用する。

２ 建設業者等級格付基準（平成７年４月24日施行）および入札参加者資

格の審査における主観的事項の審査基準（平成７年４月24日施行）は、

廃止する。

附 則

この基準は、平成15年４月21日から施行し、平成15・16年度分の資格認

定・等級格付から適用する。

附 則

この基準は、平成16年12月13日から施行し、平成17年度分の資格認定・

等級格付から適用する。

附 則

この基準は、平成17年３月７日から施行し、平成17年度分の資格認定・

等級格付から適用する。

附 則

この基準は、平成18年７月26日から施行し、平成19年度分の資格認定・

等級格付から適用する。

附 則

この基準は、平成20年５月29日から施行し、平成20年度分の資格認定・

等級格付から適用する。

附 則

この基準は、平成21年４月17日から施行し、平成21年度分の資格認定・

等級格付から適用する。

附 則

この基準は、平成22年９月27日から施行し、平成23年度分の資格認定・

等級格付から適用する。

附 則

（施行期日等）

１ この基準は、平成23年７月１日から施行する。ただし、この基準によ
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る解体工事の等級格付は、平成24年年７月11日以後の解体工事に係る入

札参加資格申請（新規、更新又は変更の申請をいう。平成24年９月１日

付け名簿搭載分）に対する審査から適用する。

（経過措置）

２ この基準による改正前の基準に基づき、平成24年７月10日までに解体

工事に係る入札参加資格申請（新規、更新又は変更の申請をいう。）を

し、解体工事の等級格付がなされた者（登録有効期間を経過している者

を除く。）については、平成24年７月11日時点での解体工事に係る登録

内容（申請内容）をもって再審査を行い、改正後の基準による解体工事

の等級格付（平成24年９月１日付け名簿搭載分）を行うものとする。

附 則

この基準は、平成24年４月１日から施行し、平成24年度分の資格認定・

等級格付から適用する。

附 則

（施行期日等）

１ この基準は、平成26年４月１日から施行する。ただし、別表第１の改

正に係る部分は、平成26年４月11日から施行し、同日以後の入札参加資

格申請（新規、更新又は変更の申請をいう。以下「入札参加資格申請」

という。）に対する審査から適用する。

２ この基準の施行の際、現に改正前の基準に基づき、水道施設工事の等

級格付がなされた者（登録有効期間を経過している者を除く。）につい

ては、この基準の施行の日時点での水道施設工事に係る登録内容（申請

内容）をもって再審査を行い、この基準による水道施設工事の等級格付

（平成26年４月１日名簿搭載分）を行うものとする。

３ 改正前の基準に基づき、平成26年３月11日から平成26年３月31日まで

になされた水道施設工事に係る入札参加資格申請については、この基準

に基づき入札参加資格申請があったものとみなし、この基準による水道

施設工事の等級格付け（平成26年５月１日搭載分）を行うものとする。

附 則

この基準は、平成27年４月１日から施行し、平成27年度分の資格認定・
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等級格付から適用する。

附 則

この基準は、平成28年４月１日から施行し、平成28年度分の資格認定・

等級格付から適用する。

附 則

この基準は、平成30年４月１日から施行し、平成30年度分の資格認定・

等級格付から適用する。

附 則

（施行期日等）

１ この基準は、平成31年４月１日から施行し、平成31年度の資格認定・

等級格付から適用する。

２ この基準の施行の際、現に改正前の基準に基づき、解体工事の等級格

付がなされた者（登録有効期間を経過している者を除く。）については、

この基準の施行の日時点での解体工事に係る登録内容（申請内容）をも

って再審査を行い、この基準による解体工事の等級格付を行うものとす

る。

３ 改正前の基準に基づき、平成31年３月11日から平成31年３月31日まで

になされた解体工事に係る入札参加資格申請については、この基準に基

づき入札参加資格申請があったものとみなし、この基準による解体工事

の等級格付け（平成31年５月１日搭載分）を行うものとする。

４ 改正前の基準に基づき、平成31年３月11日から平成31年３月31日まで

になされた主観点算出基準に係る労働安全衛生マネジメントシステム

（ＩＳＯ45001）の入札参加資格申請については、この基準に基づき入札

参加資格申請があったものとみなし、この基準による加点（平成31年５

月１日搭載分）を行うものとする。

附 則

この基準は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度分の資格認定・

等級格付から適用する。

附 則

この基準は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度分の資格認定・
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等級格付から適用する。

附 則

この基準は、令和３年10月１日から施行し、同日以後に行われた入札参

加資格申請（新規、更新又は変更の申請をいう。）に対する審査から適用

する。

附 則

この基準は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度分の資格認定・

等級格付から適用する。
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別表第１ 主観点の算出基準

審 査 項 目 評 価 内 容 数 値

１ 品質マネジメントシス 品質マネジメントシステム(ISO9001)の認証を ＋１０点

テム(ISO9001)の認証取 取得している場合は加点

得状況

２ 環境マネジメントシス 環境マネジメントシステム(ISO14001)、環境マ ①の取得

テム(ISO14001)、環境マ ネジメントシステム（エコアクション21）又はあ ＋１０点

ネジメントシステム（エ きた環境優良事業所認定制度の認証を取得してい 、

コアクション21）又はあ る場合は加点 ②の取得

きた環境優良事業所認定 ① ISO14001の認証取得 ＋１０点

制度の認証取得状況 ② エコアクション21の認証取得 又は

③ あきた環境優良事業所認定制度のステップ ③の取得

２を取得 ＋ ５点

注1) ①～③の重複加点は行わない。

３ 労働安全衛生マネジメ 労働安全衛生マネジメントシステム(ISO45001) ①の取得

ントシステム(ISO45001) 又は建設業労働安全衛生マネジメントシステム ＋１０点

又は建設業労働安全衛生 （COHSMS：コスモス）の認証を取得している場合 又は

マネジメントシステム は加点 ②の取得

（COHSMS：コスモス）の ① ISO45001の認証取得 ＋１０点

認証取得状況 ② COHSMS：コスモスの認証取得

注1) ①と②の重複加点は行わない。

４ 災害時対応に係る社会 (1) 過去５年間に、次の災害時対応に係る社会的 (1)の

的貢献の活動実績又は本 貢献活動を実施した場合は加点 ①～④の

市との災害発生時の復旧 ① 災害発生時の公共管理施設への緊急出動 実績

等活動に関する協定締結 ② 災害発生時の物資の調達・運搬等の支援 ＋ ５点

状況 ③ 防災パトロールへの協力 又は

④ 緊急時・災害時の活動実績 (2)の場

(2) 本市（上下水道局を含む。）と個別又は組 合

合、協会等の団体として災害発生時の復旧等活 ＋ ２点

動に関する協定を締結している場合は加点

注1) 秋田市内での活動実績を対象とする。

注2) ①～④のいずれかの項目について、無償又

は有償を問わない

注3) (1)の①～④および(2)の重複加点は行わな

い。

５ 秋田市消防団協力事業 秋田市消防団協力事業所の認定を受けている場 ＋ ５点

所の認定状況 合は加点

６ 障がい者の雇用状況 障がい者を雇用している場合は加点 ＋ ５点

注1) １年以上継続して雇用していること。

注2) １週間の所定労働時間が20時間以上30時間

未満の短時間労働者も加点対象とする。

７ 男女共同参画職場づく 秋田県が実施する男女共同参画職場づくり事業 ＋ ５点
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り事業において加点対象 において加点対象者と認定されている場合は加点

者としての認定状況

８ 次世代育成支援対策推 次の認定を受けている場合は加点 ①の場合

進法等に基づく認定状況 ① 次世代育成支援対策推進法に基づく認定を ＋ ５点

受けている場合 又は

② 秋田市元気な子どものまちづくり企業とし ②の場合

て認定を受けている場合 ＋ ２点

注1) ①と②の重複加点は行わない。

９ 保護観察対象者等に対 保護観察対象者等の協力雇用主として登録して ①の場合

するの就労支援等活動状 いる場合は加点 ＋ ５点

況 ① 協力雇用主として登録し、かつ、保護観察 又は

対象者等を雇用している場合 ②の場合

② 協力雇用主として登録している場合 ＋ ３点

注1) ①と②の重複加点は行わない。

10 エイジフレンドリーパ エイジフレンドリーパートナーとして登録され ＋ ５点

ートナー登録状況 ている場合は加点
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別表第２

有資格技術者の保有条件

工　　　　種 技　術　職　員　の　資　格　等 人　　　　　数

     １級・２級土木施工管理技士（土木）

     １級・２級建設機械施工管理技士（第１種から第６種まで）

　　１級・２級建築士　

　　１級・２級建築施工管理技士（建築）

　　１級・２級電気工事施工管理技士

　　電気主任技術者

　　電気工事士

管 　　１級・２級管工事施工管理技士

　　１級土木施工管理技士

　　１級建築士

　　１級・２級建築施工管理技士（躯体）

路面表示 　　路面標示施工技能士

　　１・２級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）　　　

　　１級・２級建築施工管理技士（仕上げ）

　　１級・２級塗装技能士（建築塗装又は鋼橋塗装）

造　　　園 　　１級・２級造園施工管理技士

舗　　　装
　　１級・２級土木施工管理技士（土木）
　　１級・２級建設機械施工管理技士（第１種から第６種まで）

２人以上、
かつ舗装施工管理技術者２人以上

水道施設 　　経審技術職員区分　１級・２級・その他
２人以上、

かつ配水管技能者１人以上

防　　　水 　　経審技術職員区分　１級・２級・その他
２人以上、

かつ防水施工技能士１人以上

解　　　体
     １級・２級土木施工管理技士（土木）（注１）
     1級・２級建築施工管理技士（建築・躯体）（注１）
     解体工事施工技士

１人以上

管渠更生
（注２）

     酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者（＝第二種酸素欠乏危険作業主任者） １人以上

吹　　　付

内装仕上

機械器具設置

電気通信

さ　く　井

建　　　具

清掃施設

※技術者保有条件の審査基準日は、本市に入札参加資格審査申請書を提出した日とする。

※各工種ごとに建設業法で規定する建設業の種類別技術者資格要件に合致する「技術士」も人数に含めてよい。

※「舗装施工管理技術者」「配水管技能者」「解体工事施工技士」「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者」「防水施工技能士」につい

　ては、その資格保有者が工種ごとに必要とされる他の資格を取得している場合には、同一人の名で重複計上しても差し支えない。

※配水管技能者とは、（社）日本水道協会により取得した資格をいう。

(注１)平成27年度までに実施された技術検定の合格者については、登録解体工事講習修了者又は合格後解体工事に関し

    １年以上の実務経験がある者に限る。

（注２）管渠更生工事の登録については、本市の一般土木工事に登録されることが前提条件となる。

     経審技術職員区分　１級・２級・その他 ２人以上

一般塗装

建築一式

電　　　気

鋼構造物

２人以上

一般土木
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別表第３ 総合点数による等級格付表

総合点数（以上）

格付工種 等 級

Ａ Ｂ Ｃ１ Ｃ２

１ 一般土木工事 ７９０ ７２０ ６３０ ４００

２ 建築一式工事 ７９０ ７００ ４００

３ 吹付工事 ４００

４ 電気工事 ７６０ ４００

５ 管工事 ７５０ ４００

６ 鋼構造物工事 ４００

７ 舗装工事 ７７０ ４００

８ 一般塗装工事 ４００

９ 路面表示工事 ４００

10 機械器具設置工事 ４００

11 電気通信工事 ４００

12 造園工事 ７２０ ４００

13 さく井工事 ４００

14 水道施設工事 ４００

15 防水工事 ４００

16 内装仕上工事 ４００

17 建具工事 ４００

18 清掃施設工事 ４００

19 解体工事 ４００

20 管渠更生工事 ４００


